
士幌町住宅リフォーム費用助成事業実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、町民自らが所有し、かつ、居住する住宅を町内の施工業者によっ 

てリフォームしたものに対し、助成金を交付することにより、町民の住環境の向上と 

住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図ることを目的とする。また、助成の 

方法は、町から士幌町商工会（以下「商工会」という。）に対する間接補助により行 

うものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ 

による。 

(1)住宅 町内にある自らが所有する家屋で、かつ、現に居住している（リフォーム 

完了後に居住する場合を含む。）、固定資産税評価基準に基づく専用住宅部分のも 

のをいう。 

(2)リフォーム 住宅に第４条に掲げる改修工事を行うこと。 

（交付対象者等） 

第３条 助成金の申込みができる者は、次の各号の要件を満たす者とする。 

(1)町内に住所を有し、かつ、自らが所有する住宅に居住している者。（助成金の交 

付申請の日までに、当該住宅に住所を有し居住する予定の者を含む） 

(2)町内に住所を有する施工業者により住宅のリフォームを行う者。 

(3)リフォーム施工前で、当該年度の末までにリフォームを完了できる者。 

(4)町税を滞納していない者。但し、利用申込時に町内に住所を有さない場合は、住 

所を有する市町村の納税証明書等の提出により、市町村税を滞納していないと証 

明できる者。 

２ 前項に掲げる要件を満たし、住宅のリフォームをしようとする者は、施工前に士幌 

町住宅リフォーム費用助成事業利用申込書（第１号様式）を商工会に提出しなければ 

ならない。 

３ 商工会は、前項の申込書を受理したときは、内容を審査し適当と認めたときは、士 

幌町住宅リフォーム費用助成事業利用決定書（第２号様式）により申込者へ通知する。 

  また、必要に応じて条件を付して決定することができる。 

（助成対象工事等） 

第４条 助成の交付対象となる工事は、リフォーム費用（消費税及び地方消費税を含 

む。）が３０万円以上（ただし、国、道、町その他の団体の制度により助成等の対象 

工事となる工事を除く。）で別表に掲げる改修工事等に要した経費とし、１つの住宅 

について１回限りとする。 

 



（助成金） 

第５条 リフォームの助成金は、助成対象工事費の１０％以内とし、１０万円を限度額 

 とする。 

２ 助成金は商工会が発行する商品券とし、千円未満は切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第６条 第３条第３項の通知を受け、助成金の交付申請をしようとする者（以下「申請 

者」という。）は、リフォーム完了から３０日を経過した日または、翌年度の４月２ 

０日までのいずれか早い日までに、士幌町住宅リフォーム費用助成金交付申請書（第

３号様式）に関係書類を添えて商工会に提出しなければならない。 

（額の確定） 

第７条 商工会は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたと 

きは、申請者に士幌町住宅リフォーム費用助成金の額の確定通知書（第４号様式）に 

より通知し助成金を交付する。 

（調査） 

第８条 商工会は、必要があると認めたときは、職員をしてその実情を調査させること 

ができる。 

（交付決定の取消） 

第９条 商工会は、虚偽の申請により助成金の交付を受けたことが明らかになったとき 

は、士幌町住宅リフォーム費用助成金交付決定の取消通知書（第５号様式）により、 

決定の取消および助成金の一部または全部について返還を命ずることができる。助成 

金の額の確定があった後においても同様とする。 

（委任） 

第１０条 この要領に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。 

  

附 則（平成２５年３月１５日訓令第７号） 

１ この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この訓令は、平成３４年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

   附 則（平成２５年８月３０日訓令第２３号） 

 この訓令は、平成２５年８月３０日から施行する。 

 

   附 則（平成２８年３月３０日訓令第３６号） 

 この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成３１年３月２２日訓令第６－２号） 

 この訓令は、公布の日から施行する。 



 

   附 則（令和３年９月１７日訓令第３８号） 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

 



別表（第４条関係） 

1 対象工事は、住宅の補修工事及び内外装の改修工事で次のものをいう。 

(1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の工事 

(2) 塗装工事 

(3) 給排水等設備工事 

(4) 建具取替工事 

(5) ふすま、障子の張替、畳の表替 

(6) 避難設備、防火設備及び換気設備工事 

(7) 浴室・台所改修工事 

(8) 段差解消工事 

(9) 手摺設置工事 

(10) トイレ改修工事 

(11) 窓ガラス交換工事 

(12) 内窓設置工事 

(13) 外窓、玄関断熱ドア取替工事 

(14) 断熱改修工事 

(15) 電気設備工事 

 

2 対象外工事は次のものをいう。 

(1) 賃貸用に供している住宅の工事 

(2) 倉庫、車庫等の工事（住宅と一体となっているものも同様） 

(3) 施工業者を伴わない申請者等が自ら行う工事 

(4) 申請者が施工業者の場合の労務費 

(5) リフォームを伴わない解体工事 

(6) 造園、門扉、塀または外構の工事 

(7) 公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、当該移転補償の対象となる工事 

(8) 電気機器単品での更新（移動または取り外し可能な機器：テレビ・冷蔵庫・洗濯機

など） 

 


